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区立豊洲保育園の公設民営化実施にあたっての陳情 

＜陳情趣旨＞ 

 区立豊洲保育園の公設民営化にあたっては、以下を前提に十分な検討と準備を行ってから進めるようお願いします。 

１ 在園する子どもの保育環境の継続と安全のため、「江東区アウトソーシング基本方針」(平成16年５月。)記載の

あるとおり、現在の豊洲保育園の保育サービスを維持・向上させること。 

２ 子どもへの影響を最小限にとどめる円滑な引継ぎ及び移行を実施すること。 

３ 保育サービスを確認し、適切な移行及び管理を実施するための基準、基準を守るための区の管理体制や方法を明

確にすること。 

４ 民営化の実施は、保護者に対して事前に十分な説明を行ってから実施すること。 

５ 移行準備懇談会において確認した事項を確実に遂行すること。 

 

＜陳情理由＞ 

1. 江東区は公設民営保育園の設置及び管理責任者として、委託後の管理のための基準や体制の設置が必要です。移

行準備懇談会においては、子ども生活部保育課は９月末までに基準書及び基本方針を作成するとしていましたが、

手順書がないようでまだ提示されていません。このため民営化後の基準書及び基本方針が不明確であるため、必

要な準備に着手できていません。 

2. 民営化にあたっては、保育現場の状況を十分に把握し、関係者との密度の高い打ち合わせが必須です。しかし、

江東区子ども生活部保育課、景行会の管理責任者が豊洲保育園の保育現場を十分に把握しているようには見受け

られず、景行会と豊洲保育園保育士との打ち合わせはまだ2～3回しか実施されていません。 

3. 平成17年10月からの事前準備研修については、父母からの再三の要望にも関わらず引き継ぎ計画及び研修計画

を作成せず、保護者への研修内容等の説明もないまま開始しました。また、子どもへの影響を最小限に留めると

いう点は一切配慮されず、子どもの不用な動揺を招きました。 

4. アウトソーシング実施にあたっては、引き継ぎを計画通り実施するために通常の要員以外に特別の専任要員を配

置して臨むのが一般的な手法です。しかし豊洲保育園の引継ぎには、専任要員は配置されておらず計画の立案、

条件の確認、引継ぎ準備、進捗管理が十分に出来ていません。不十分な計画の見直し、進捗の遅れの挽回が必要

です。 

5. 保育園の職員配置基準は、国基準、都基準、区基準がありますが、これは職員の配置数が保育サービスの質の維

持につながると国も都も区も認めたからです。豊洲保育園は、民営化によって園児の定員数の増加、延長保育の

時間延長と定員枠の撤廃及びスポット延長保育を実施することとされており、保育サービスの内容に変更があり

ますが、これに伴う新たな基準の設定はありません。民営化後に区が適切に管理をし、保育サービスの維持が図

られているのか管理監督するためには、新たな基準や体制は必須です。 

 

区立豊洲保育園の公設民営化に関する陳情主旨に賛同し、署名いたします。 
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＊代筆の場合は、必ずご捺印くださいますよう、お願いいたします。（直筆は捺印不要） 

＊ご住所が同じ場合は、「同上」でも結構です。 

＊居住地の制約はありません（他県も可）。 


